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 第１章 総論 

 

１ はじめに 

 

(1) 目的 

   岩手県では、高度経済成長期から昭和 50 年代を中心に、社会情勢や県民ニ

ーズの変化に対応して、数多くの公共施設等を建設し、各種の公共サービスを

提供してきたが、現在、これら公共施設等の老朽化が進んでおり、今後一斉に

大規模修繕・更新の時期を迎え、多額の経費が必要となることが見込まれてい

る。 

   人口減少・少子高齢化の進行等により、公共施設等の利用需要も大きく変化

しつつあり、また、財政面では、社会保障関係費の増加、公債費の高水準での

推移などにより、今後とも厳しい財政状況が続くものと見込まれている。 

   こうした状況を踏まえ、早急に公共施設等の全体状況を把握し、計画的な更

新や長寿命化、施設配置の最適化により、財政負担の軽減、平準化を図るなど

長期的な視点に立った公共施設マネジメントを推進するため、県では平成 28

年３月に「岩手県公共施設等総合管理計画」を、令和７年 12 月には「第２期

岩手県公共施設等総合管理計画（以下、総合管理計画という。）」を策定した。 

   岩手県県土整備部所管公共施設個別施設計画【岩手土木センター等維持管理

更新計画（建物）】は、所管する庁舎・事務所等の状況を把握し、長期的な視

点をもって、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行い、個々の公共施設に

係る具体の対応方針を定める計画として位置付けるものである。 

この計画では、施設の利用状況や建物性能、維持管理コストなどの定量的な

情報による一次評価、また、施策上の必要性や代替可能性といった定性的な情

報による二次評価を行い、その結果に基づき施設の必要性や大規模施設等整備

事業の優先度などを定め、戦略的な維持管理・更新等を推進し、実効的な対策

の取組を推進するものである。 

なお、これらの評価結果をもって直ちに当該施設の取扱いを定めるものでは

なく、施設をめぐる社会情勢及び本県の財政状況を考慮し、総合管理計画の趣

旨を踏まえて実行していくものである。 
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(2) 対象施設 

令和７年４月１日現在における県土整備部が所管する以下に掲げる延床面

積 200 ㎡以上の公共施設（庁舎・事務所等）を対象とする。 

    庁舎等 ４施設 1,762.8 ㎡ 

 

【施設一覧】 

№ 施設名 所在地（県・地番等省略） 

１ 旧松尾村駐在 八幡平市松尾寄木赤川山国有林 492 林班 

２ 岩手土木センター 岩手郡岩手町大字五日市第９地割 48 番８ 

３ 住田整備事務所 気仙郡住田町世田米字川向 102-1 

４ 旧遠野家畜保健衛生所 遠野市松崎町白岩 11 地割 14 番１ 

 

 (3) 計画期間 

   計画期間は令和２年度から令和 16 年度までとし、施設ごとの対策の内容

は、今後５年間（令和７年度～11 年度）で取り組むものとする。 

   また、社会情勢の変化や計画の進捗状況を勘案し、概ね５年を目安に計画

を更新することとする。これにかかわらず見直しが必要な場合は適宜更新を

行うこととする。 

 

２ 基本的な取組方針 

 (1) 基本的な取組事項 

建築基準法に基づく定期点検の実施や、施設の耐震化により、県民や施設

利用者等の安全・安心の確保に努める。 

■ 本県における個別施設 計画の位置付け■ 

  

  

インフラ長寿命化基本計画（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 
  H25.11） 

  

行動 

計画 

国省庁
 

自治体
 

各省庁インフラ 長寿命化行動計画
 

公共 施設等総合管理計画の策定 にあたっての指針（H26. 4） 
 

岩手県公共施設等総合管理計画 （本県の行動計画 H28.3 ） 
 

公共施設 
  

インフラ 施設 
 

公営 企業施設 
 

庁舎等 、県営住宅、学校施設 など  

道路、河川管理施設 、海岸保全施設など  

県立 病院等事業施設 、電気事業 施設など   

個別施設計画  
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   今後は、老朽化に伴う維持管理や修繕、更新等に要する経費の増大が懸念さ

れることから、施設の利用状況、人口減少による施設利用需要の変化等を見据

えた施設規模・総量等の適正化を図るとともに、計画的な維持管理・長寿命化

を推進する。 

 

(2) 重点取組事項 

  ア 施設保有の最適化に向けた取組 

人口動態など社会情勢の変化に対応し、縮小可能な施設の統合や廃止 

について検討するなど、情勢の変化に合せた施設保有の最適化に向けて取り

組む。 

    施設保有の最適化の検討に当たっては、計画的な公共施設マネジメントに

取り組む市町村や類似サービスを提供する民間事業者との役割分担や連携

についても検討するとともに、人口動態に対応した公共施設の施設規模や配

置、機能等の適正化に取り組む。 

 

  イ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

建物性能・劣化度など老朽化の状況や利用状況などを総合的に勘案しつつ、

今後とも長期間にわたり、県が保有し行政サービスを提供することが適当な

施設を選別して計画的に長寿命化を実施する。 

    計画的な維持管理と長寿命化の推進により、公共施設の維持管理や修繕、

更新等に係る中長期的なコストの縮減・財政負担の平準化に取り組む。 

 

ウ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

  計画的な耐震化の推進や定期・日常的な点検・診断結果を受けた適時適切

な修繕により、公共施設に求められる機能を維持・強化し、県民、施設利用

者等の安全・安心の確保に取り組む。 

 

エ 環境負荷低減とユニバーサルデザイン化への取組 

    施設の改修や更新に当たっては、再生可能エネルギー導入の検討や環境 

   に配慮した材料選定、施設の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制、照明 

   器具の LDE 化などの環境負荷の低減に取り組むとともに、すべての人が安 

全で快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに対応した施設の改修 

・更新等に取り組む。 
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３ 対象施設の現状把握 

(1) 所管施設の概況 

   所管施設については、岩手県公共施設個別施設計画策定指針（令和６年 12

月。以下「県指針」という。）に基づき、施設概要等記録票（県指針様式１号）

や公共施設カルテ（県指針様式２号）等により建物、電気・機械設備の状況や

定期点検の実施状況等について確認し、施設類型又は個別の所管施設ごとに検

討を行う。 

  

(2) 所管施設の老朽化等の状況 

  各所管施設における老朽化等の状況は、公共施設カルテ（県指針様式２号）

及び岩手県公共施設点検マニュアル（令和６年 12 月。以下「県点検マニュア

ル」という。）に定める日常点検チェックシート（県点検マニュアル様式）に

より確認し、施設類型又は個別の所管施設ごとに検討を行う。 

 

４ 長寿命化対策の優先順位の考え方 

  施設の基本情報や利用状況、行政コストなど施設ごとにカルテを作成の上、利

用状況や建物性能などによる評価（定量評価）と、施策上の必要性や代替可能性

に関する評価（定性評価）をした上で、建物の更新や複合化、長寿命化改修など

の対策の優先付けを行う。 

  

（1） 施設評価の進め方 

施設の利用状況（年間利用者数など）、経費効率（年間コスト）及び建物性能

（耐震性の有無、老朽化など）に関する定量的な情報をもとに一次評価を行っ

た後、施策上等の必要性や代替可能性に関する定性的な要素にかかる二次評価

を行い、これらを勘案し、総合的に評価を行う。 
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(2) 施設評価（一次評価（定量評価）） 

一次評価（定量評価）は、利用状況及び経費効率のソフト面と、建物性能の

ハード面との２軸を用いて評価する。 

  ア 「利用状況」及び「経費効率」（ソフト面）の評価 

① 次の評価基準等に従い評価し、評価点数を集計する。 
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② 点数化した利用状況及び経費効率の２軸で類型化し、課題と対応策につ

いて整理する。 

③ 利用状況及び経費効率の集計点を合計し、ソフト面の評価点数とする。 

 

  イ 建物性能（ハード面）の評価 

次の評価基準等に従い評価し、評価点数を集計する。 
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日常点検による老朽化の判定については、県点検マニュアルの「県点検マニ

ュアル様式」に従い、毎年職員が実施する点検結果により判定された危険度を

用いて評価する。 

ア 危険度の判定 

   危険度は、下記９項目ごとに「劣化度」と「重要度」により判定する。 
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＋  

＋  

９つの項目ごとに危険度を算定し、それらの平均値を「老朽化（日常点検）」の

評価点数とする。 

  ウ 「ソフト面」と「ハード面」の２軸評価 

利用状況及び経費効率によるソフト面の評価と、建物性能によるハード面の

評価を２軸で類型化し、一次評価（定量評価）の結果とする。 
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(3) 施設評価（二次評価（定性評価）） 

   二次評価（定性評価）は、一時評価の結果を踏まえて「施策上等の必要性」

「代替の可能性」の観点について評価を行い、それぞれの評価を分析し、二次

評価の結果とする。 
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(4) 今後の方向性 

   一次評価及び二次評価の結果を勘案し、総合的に個別施設の「今後の方向性」

を判定する。 

「今後の方向性」は、機能と建物の観点から、それぞれ次のとおり整理する。 
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５ 施設保有の最適化に向けた取組 

 (1) 社会経済情勢等の変化への対応 

現有施設のうち必要な施設については、社会情勢等の変化に対応し県施策を

遂行していく上で重要な施設であり、当面、継続利用として、行政機能が発揮

できるよう施設を維持する。 

一方で、未利用施設については、今後の利用計画を見直し、処分について検

討を進める。 

 (2) 対象施設の方向性 

旧松尾村駐在については、八幡平地すべり防止区域の地すべり変動を観測・監

視するシステムの観測局設備を設置していることから、現状維持として継続利用

をする。地すべり変動の観測・監視方法の見直し等に伴い、当該建物の利用が不

要になった場合は処分の検討を行う。 

岩手土木センターについては、経年劣化が進行していることから、令和４年度

に実施した「岩手土木センター庁舎劣化診断調査」の結果を踏まえつつ、計画的

な施設・設備の更新及び補修等を実施したうえで継続利用をする。 

住田整備事務所については、事務所としての機能を有していることから、現状

維持として継続利用をする。 

旧遠野家畜保健衛生所については、当該敷地を除雪車両置場として遠野土木セ
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ンターで使用（４月～11 月）しているものの、建物は長期間使用していないこ

とから、解体・除却を含めた処分の検討を進める。 

 

 ＜公共施設カルテ対象施設＞  

旧松尾村駐在

岩手土木センター

住田整備事務所

旧遠野家畜保健衛
生所

 

６ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

 (1) 長寿命化対策の概要 

     建物性能・劣化度など老朽化の状況や利用状況などを総合的に勘案し、施

設の長寿命化を図りつつ、以下のような対策を計画的に行う。 

  ア 修繕（更新） 

    部位・部材の耐用年数を考慮して定期的に実施するともに、発注に当たっ

ては、仮設コストの縮減や工期の短縮等のため工事の一括発注についても考

慮する。 

【目標修繕（更新）周期】 

20年 40年 60年 

屋上防水・外壁塗装 

空調熱源 

ポンプ類 

躯体以外の建築全般 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

屋上防水 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

  イ 大規模修繕（リノベーション） 

    社会経済情勢の変化等により高まる要求性能に対応させる必要がある施

設について、適切な時期を設定し効率的に実施する。 

 

 (2) 施設の目標使用年数 

    施設構造ごとの法定耐用年数を最低限の目標使用年数として、利用状況に

応じた計画的な長寿命化対策を実施することで、できるだけ使用年数を延ば

しながら施設を取り巻く状況に応じて柔軟に対応する。 
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７ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

(1) 効率的な耐震化等対策の実施 

    計画的に耐震化を推進するとともに、耐震化等大規模改修工事の発注に当

たっては、仮設コストの縮減や工期の短縮等を図るため修繕（改修）工事と

一括して発注するなど適切な時期を設定し、効率的に実施する。 

 

(2) 高度の危険性が認められた場合の対応 

     日常点検・診断の頻度を高めて実施し、施設の劣化状況のこまめな把握に

努め、適時適切な対策を実施する。 

点検・診断により高度な危険性が認められた場合は、当該施設について利

用停止などの緊急措置を講じるとともに、同種・類似の施設についても早急

に点検・診断や予防措置を実施する。 

 

８ 計画期間中における長寿命化等対策の取りまとめ 

(1) 長寿命化等対策の方向性 

優先度評価結果に従って、中長期保全計画表（県指針様式４号）等を基に

平準化を考慮し、施設ごとに対策の方向性を整理する。 

県として提供する施設サービスの重要性が高く、今後も県としてサービス

を提供する必要がある施設は、施設の老朽化の状況に応じて、修繕・改修に

よる対策を講じる。 

 

 (2) 長寿命化等対策の内容と実施時期 

優先度評価結果に従って、中長期保全計画表（県指針様式４号）等を基に

平準化を考慮し、施設ごとの対策の内容と実施時期を整理する。 

 

 (3) 計画期間中の概算経費 

ア 令和７年度から令和 11 年度（具体の対策が計画されている期間）まで

の必要対策費は、約４百万円である。 

 

イ 令和７年度から令和 36 年度までの 30 年間の必要対策費の概算は、約６

億円である。 
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第２章 所管施設ごとの対応方針 

 

所管施設の建築年は以下のとおりとなっており、４施設のうち１施設が法定耐

用年数を超える建物となっている。 

施設ごとの対応方針は、個別施設計画（個票）のとおりである。 

 

【施設一覧】（2025（令和７）年３月31日現在） 

№ 施設名 構造 年数 法定 

耐用年数 

建築年 

１ 旧松尾村駐在 W 造 56 年 24 年 1968（昭和43）年 

２ 岩手土木センター RC 造 42 年 50 年 1983（昭和58）年 

３ 住田整備事務所 W 造 16 年 24 年 2008（平成20）年 

４ 旧遠野家畜保健衛生所 RC 造 43 年 50 年 1982（昭和57）年 
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